
浦幌町農業振興対策委員会 議案書 
 

 

 

書面会議基準日 令和３年３月２３日 

 

 

 

 

１．委員長、副委員長の互選について 

 

 

 

２．推進部会の構成及び部会長の互選について 

 

 

 

３．報告事項 

（１）令和２年度事業実績について 

①生産振興対策事業 

②畜産振興対策事業 

③農業基盤整備事業 

④農地流動化の状況 

 

 

（２）令和３年度事業計画について 

①生産振興対策事業 

②畜産振興対策事業 

③農業基盤整備事業 



 



１．委員長、副委員長の互選について 

  役員の選任につきましては、浦幌町農業振興対策条例第６条第２項の規定

により、委員の互選よることとなっており、本来であれば委員の皆様より指名

推薦いただき、決定するところでございますが、この度の新型コロナウイルス

感染拡大防止に鑑み、書面会議による開催の運びとなり、誠に勝手ながら事務

局において、事前に農業協同組合代表理事組合長、農業委員会会長、農民連盟

執行委員長とご協議させていただき、委員長、副委員長の選任を下記のとおり、

ご提案させていただきます。 

 

 ・委 員 長   林   常 行  

 ・副委員長   渡 部 順 一  

 

 

２．推進部会の構成及び部会長の互選について 

  各推進部会長の互選につきましても、本来であれば委員の皆様より指名推

薦をいただくところでございますが、事務局より下記のとおりご提案させて

いただきます。 

  また、各部会の構成につきましても、「浦幌町農業振興対策委員会委員構成

名簿（案）」のとおりご提案させていただきます。 

  なお、常任委員につきましては、これまでの経過や学経験等の観点から、十

勝農業改良普及センター十勝東部支所長に担っていただきたく、ご提案をさ

せていただきます。 

 

  ・地域農業構造政策推進部会長   伊 場 満 広  

  ・畜産振興対策推進部会長   菊 地 泰 広  

  ・農業基盤総合整備推進部会長   小 川 博 幸  

 

  ・常任委員   仲 島 亮 介  

 

 



 



浦幌町農業振興対策委員会委員構成名簿 

委員長 林   常 行 

副委員長   渡 部 順 一 

地域農業構造政策推進部会長 伊 場 満 広 

畜産振興対策推進部会長 菊 地 泰 広  

農業基盤総合整備推進部会長 小 川 博 幸 

常任委員   仲 島 亮 介 

 

地域農業構造政策推進部会部員 伊 場 満 広 

仲 島 亮 介 

松 田 泰 一 

河 内 勇 盛 

木 南 和 徳 

 

 

畜産振興対策推進部会部員 菊 地 泰 広 

加 藤 秀 樹 

田 野 敏 規 

大 坂   有 

高 橋 福 一 

 

農業基盤総合整備推進部会部員 小 川 博 幸 

渡 部 俊 介 

福 田 和 己 

高 木 政 志 

 佐 藤 泰 彦 

 



 



 

３．報告事項 

（１）令和２年度事業実績について 

 

① 生産振興対策事業について 

 

１ 良質堆肥生産奨励事業 

（１）内  容  

    生産性の向上と安全で高品質な食糧生産が求められており、土づくり

が重要な課題となっている。このため、良品な有機物（完熟堆肥）を生

産するとともに土壌に継続的に還元することが必要である。  

    そこで良質な堆肥を生産するためには、毎年堆肥の切り返しを定期的

に行い、熟成を促進することが必須の条件であり、この切り返しを行っ

た者に対し予算の範囲内で補助金を交付する。  

 

（２）事業実施期間  平成２８年度～令和２年度  

（Ｈ８年度より実施し、Ｈ32 年度までの計画実施）  

 

（３）助  成  額  ３，０００，０００円  

（堆肥の切り返し作業料の１／４以内）  

 

（４）令和２年度実績  

   ・実施戸数 ９５戸  

   ・作業時間 １０４０．９時間  

   ・事  業  費 １６，９１８，６８２円（コントラ委託）  

 

 

２ 高級菜豆産地づくり事業 

（１）内  容  

    高級菜豆である白花豆は近年相場価格の下落が著しい豆類の中、高値

で取引されており、かつ競合産地が少なく、金時類の主要生産地である

本町においては新規作物として有望である。  

本事業において、白花豆の作付けに係る経費の一部に対し、予算の範囲

内で補助金を交付する。  

 

（２）事業実施期間  平成３０年度～令和２年度  

           （平成 20 年度より実施、Ｈ32 年度までの計画実施） 

 



 

（３）助  成  額  ６４３，１４０円  

（竹支柱の初期購入費用の１／４  以内）  

 

（４）令和２年度実績  

   ・実施戸数 ５戸  

   ・購入本数 ４２，８７６本  

   ・事  業  費 ２，８２９，８１６円  

 

３ ジャガイモシストセンチュウ蔓延防止対策事業 

（１）内  容  

    これまで十勝管内６市町でジャガイモシストセンチュウが発生してき

たことから、当年作付け圃場及び翌年作付け予定圃場での土壌検診を実

施してきたが、平成２８年２月町内の馬鈴しょ作付圃場で初めて確認さ

れたことから、発生２地区の馬鈴しょ作付圃場及び次年度作付予定全圃

場の土壌検診に係る経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付

する。  

 

（２）事業実施期間  平成２８年度～令和２年度  

            

 

（３）助  成  額  ５１８，６６４円  

            （事業費の１／２以内）  

 

（４）令和２年度実績  

   ・土壌採取 ３２３時間  

   ・実施筆数 ２８０点  

   ・事  業  費 １，０３７，３２８円  

 

４ 平成 28 年台風等による農業緊急支援資金等利子補給補助事業 

（１）内容 

   平成２８年６月以降の天候不順長雨、８月の台風により町内全域におい

て豆類を中心に農作物の湿害被害が多数発生した。ことから、浦幌町農業

協同組合自己資金による農業緊急支援資金貸付に伴う利子補給について予

算の範囲内で補助を行う。 

 

（２）助 成 額  ２５１，７４６円 

融資件数  １７件 

   期首残高  ９１，５４５，０００円 

   貸付利率  ０．９５％ 

   償還年数  10 年～15 年 



 

  ①支援内容（貸付利率 0.95％） 

         農協 0.675％ 

         町  0.275％（系統資金利率 0.55％の２分の１） 

 

  ②支援期間  平成 29 年度から令和３年度（５年） 

          政府資金同様（貸付５年無利子） 

          償還６年目以降、農協独自により 0.55％利子補給実施 

          （農業者負担は 0.4％） 

 



 

－参考－ 

 

１．環境保全型農業直接支援対策交付金事業 

（１）内容 

   「カバークロップの作付と化学肥料、化学合成農薬の５割低減を組み合

わせた取組」など地球温暖化防止等に効果の高い取り組みを行う農業者へ

支援を行うもの。 

 

（２）令和元年度実績  

・取組者数 ３５人 

・取組面積 カバークロップ（小麦、大豆、そば、てん菜） 

                           ２３，６１５ａ 

       リビングマルチ                  ０ａ 

       有機農業：雑穀類                 ０ａ 

       有機農業：雑穀類以外（大豆、ｽｲｰﾄｺｰﾝ、ﾗｲ麦）  ２４７ａ 

       堆肥の施用 

（小麦、大豆、小豆、白花豆、手亡豆、金時豆、ｽｲｰﾄｺｰﾝ、 

てん菜、玉ねぎ、ｶﾎﾞﾁｬ、大根、馬鈴薯、ｷｬﾍﾞﾂ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ） 

                           ２２，６３４ａ 

        合  計               ４７，５０９ａ 

 

・支 援 額   ２４，９１９，４８０円（取組団体へ支払い個人へ分配） 

       国 １２，４５９，７４０円 

       道  ６，２２９，８７０円 

       町  ６，２２９，８７０円 

 

・支援単価 国と地方  

【単価】      

カバークロップ      ６，０００円/１０ａ  

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾏﾙﾁ（小麦等）    ３，２００円/１０ａ 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾏﾙﾁ（小麦等以外）  ５，４００円/１０ａ 

有機農業（雑穀類）    ３，０００円/１０ａ  

有機農業（雑穀類以外） １４，０００円/１０ａ 

堆肥の施用        ４，４００円/１０ａ 

 

※カバークロップ～５割低減に取組む作物の前後のいずれかに緑肥を作付する取組  

※リビングマルチ～５割低減に取組む作物の畝間に麦類や牧草等を作付する取組 

※有機農業   ～化学肥料・農薬を使用しない取組  

※堆肥の施用  ～５割低減に取組む前後に炭素貯留効果の高い堆肥を施用する取組  

 

 



②畜産振興対策事業について 

 

１ 肉用牛生産基盤強化対策事業 

（１）内  容 

   肉用牛経営は、生産コストの高騰などにより繁殖経営のみならず肥育経営に

おいても所得が減少しており、繁殖雌牛の導入及び自家保留が停滞し生産基盤

の脆弱化が懸念されるため、本事業において育種価に優れた黒毛和種雌牛の導

入・自家保留及び、育種価情報の取得に係る肥育素牛の導入に対し、予算の範囲

内で補助金を交付する。 

 

（２）事業実施期間  令和２年度 

（３）助  成  額  １，６００，０００円（見込み） 

           黒毛和種繁殖雌牛  ２０，０００円／頭以内 

           肥育素牛      ４０，０００円／頭以内 

 

（４）令和２年度実績（見込み） 

   ・事 業 量  黒毛和種繁殖雌牛 ４０頭（＠ 20,000円） 

           肥育素牛     ２０頭（＠ 40,000円） 

   ・事 業 費  １，６００，０００円 

 

２ 生乳生産基盤強化対策事業 

（１）内  容 

   酪農経営は、高齢化や後継者不足等による離農から生乳生産基盤の弱体化が

懸念され、コスト高騰や乳用後継牛の不足などにより大変厳しい状況に直面し

ており、生乳生産量の減少に拍車を掛けかねない状況であることから、優良な後

継牛の確保並びに乳量増産及び搾乳牛群の産乳力の向上を図るため、性判別精

液受胎初妊牛又は高能力初妊牛の導入に対し、予算の範囲内で補助金を交付す

る。 

 

（２）事業実施期間  平成３０年度から令和２年度の３年間 

 

（３）助  成  額  ６，０００，０００円（見込み） 

           性判別精液受胎初妊牛 ３００，０００円／頭以内 

           高能力初妊牛     ３００，０００円／頭以内 

                       

（４）令和２年度実績（見込み） 

   ・事 業 量  性判別精液受胎初妊牛  ５頭（＠300,000円） 

           高能力初妊牛     １５頭（＠300,000円） 

   ・事 業 費  ６，０００，０００円 



③基盤整備対策事業について 

１ 小規模暗渠排水事業 

（１）内  容 

   国営、道営、団体営事業の対象とならない小規模な暗渠排水整備に対し、 

  農業生産性の向上を図るため、工事に係る経費の一部について、予算の範

囲内で補助金を交付する。 

   

（２）事業実施期間  令和２年度 

           （単年度更新にて実施） 

 

（３）助  成  額  ３，９３０，９６０円 

           （工事費の１／２以内） 

 

（４）令和２年度実績 

   ・事 業 量 Ａ＝４．７ｈａ 

   ・実施戸数  １１戸 

・事 業 費 ９，８２７，４００円 

 

２ 明渠排水溝掘削事業 

（１）内  容 

   農地の排水不良を解消し農業生産性の向上を図るため、明渠掘削に係る

経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付する。 

   

（２）事業実施期間  令和２年度 

           （単年度更新にて実施） 

 

（３）助  成  額  ３，０００，０００円 

           （掘削費用の１／２以内） 

 

（４）令和２年度実績 

   ・事 業 量 Ｌ＝１２，７４０ｍ 

   ・実施戸数  ４３戸 

・事 業 費 ６，２３１，６１０円 

 

 

 

 



３ 心土破砕事業 

（１）内  容 

   暗渠を生かした透排水性の改善を図り、農畜産物の生産を安定、向上さ

せるため心土破砕等に必要な経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を

交付する。 

   

（２）事業実施期間  令和２年度 

           （単年度更新にて実施） 

 

（３）助  成  額  １，３８７，２００円 

           （作業時間１時間当たり２，４００円以内） 

           内訳 ５７８時間×２，４００円 

 

（４）令和２年度実績 

   心土破砕 

・実施戸数  ３９戸 

   ・作業時間 ２５７．７時間 

・事 業 費 ５，８６７，８２９円 

   サブソイラ 

・実施戸数  ２９戸 

   ・作業時間 ３２０．３時間 

・事 業 費 ５，８８３，９１１円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：千円）

工　　期 Ｒ２

総事業費 事業費

　　 暗渠排水　A=111.3ha 区画整理　A=  29.9ha

H26～Ｒ3 区画整理　A= 197.0ha 明渠排水　1条　L= 843m

1,234,000 明渠排水　2条　L= 2,572m

　　 暗渠排水　A=   12.7ha 暗渠排水　A=   6.9ha

H30～Ｒ4 区画整理　A=  234.1ha 区画整理　A=  12.9ha

550,000

　　 暗渠排水　A=  24.4ha 暗渠排水　A=   4.9ha

Ｒ1～Ｒ5 区画整理　A=  94.3ha 区画整理　A=   7.1ha

290,000

（単位：千円）

工　　期 Ｒ２

総事業費 事業費

　 R2～R4 暗渠排水　A=5.00ha 暗渠排水　A=2.9ha

9万円/反 13,630  面工事
農業基盤整備

促進事業
浦幌３地区

7,271

番号 工種 事業名 負担率 全体事業内容 令和２年度事業内容

③ 面工事
畑地帯総合整備
（担い手育成）
恩根内地区

17% 19,400

　団　体　営

① 面工事
畑地帯総合整備
（担い手育成）

合流地区
17% 185,000

② 面工事
畑地帯総合整備
（担い手育成）

栄穂地区
17% 40,600

令和２年度土地改良事業の実施状況

　道　　　営

番号 工種 事業名 負担率 全体事業内容 令和２年度事業内容



土地改良事業　実施状況図

①

②

③

道　　　営

番号 工　種 事　　　業　　　名 地 区 名

① 面工事 畑地帯総合整備事業(担い手育成) 合　　 流

② 面工事 畑地帯総合整備事業(担い手育成) 栄　　穂

③ 面工事 畑地帯総合整備事業(担い手育成) 恩根内



農業基盤整備促進事業 浦幌３地区位置図（定額）

【事業主体：浦幌町】

本別町市街地

浦幌町市街地

受益面積

　地区界

● 工種 　暗渠排水 Ａ＝290a

凡　　　　　　例



④　農地流動化の状況について（令和3年3月1日　現在）

１　農地法による権利移動等の状況
（第３条関係） （単位：㎡）

（第４条関係） （単位：㎡）

（第５条関係） （単位：㎡）

２　農業経営基盤強化促進法による権利移動等の状況
（単位：㎡）

※　　出手・受手については属人件数、計の件数については公告件数

計

農家住宅 農業施設用地 そ　の　他 計

件数

件数

3,984,1230

計

売　　　買 賃　貸　借 贈　　　与 使 用 貸 借 そ  の  他

面　　積 件数面　　積 件数 面　　積 件数

0 36

面　　積 件数 面　　積 件数 面　　積

2年度 14 1,312,389 16 1,583,314 4 654,068 2 434,352

受　手 面　　　積 件数

所　　　有　　　権 利　　　用　　　権

出　手 受　手 面　　　積 出　手 面　　　積

2年度 5 6 514,403 5 3 415,157 11 929,560

0

面　　積 件数 面　　積面　　積 件数 面　　積 件数

面　　積 件数

6 21,4782年度 2 1,520 4 19,958 0

面　　積 件数 面　　積 件数

一般個人住宅 建設商業用地 そ　の　他 計

件数 面　　積

2年度 0 0 0 0 3 11,838 3 11,838



１　農地法による権利移動等の状況（平成１６年度～令和元年度）

　　（第３条関係） （単位：㎡）

件数 面　　積 件数 面　　積 件数 面　　積 件数 面　　積 件数 面　　積 件数 面　　積

１６年度 9 295,468 4 123,078 1 33,057 3 293,238 0 0 17 744,841

１７年度 5 144,805 18 589,520 2 123,918 8 1,572,334 0 0 33 2,430,577

１８年度 4 203,112 26 1,040,597 4 645,994 13 1,645,060 0 0 47 3,534,763

１９年度 12 131,676 15 442,179 5 488,956 3 337,821 2 6,352 37 1,406,984

２０年度 12 353,427 4 115,300 3 413,036 5 1,138,020 1 495 25 2,020,278

２１年度 7 45,310 9 302,377 1 111,887 4 666,861 1 176,715 22 1,303,150

２２年度 10 133,388 11 697,865 0 0 3 299,129 2 125,765 26 1,256,147

２３年度 6 801,986 20 1,725,303 2 31,371 4 1,337,993 3 176,251 35 4,072,904

２４年度 8 210,498 28 1,722,358 0 0 14 3,698,758 0 0 50 5,631,614

２５年度 5 181,240 30 2,892,959 2 58,827 7 1,683,952 0 0 44 4,816,978

２６年度 5 260,463 20 2,160,415 1 31,859 9 1,707,873 2 539 37 4,161,149

２７年度 8 1,049,377 43 2,527,195 1 4,957 7 1,925,050 6 565,120 65 6,071,699

２８年度 7 822,940 31 2,841,183 0 0 6 1,531,584 0 0 44 5,195,707

２９年度 11 814,873 35 2,686,797 0 0 8 1,254,710 0 0 54 4,756,380

３０年度 11 509,461 39 2,070,821 2 181,881 13 3,084,140 1 5,968 66 5,852,271

元年度 16 1,555,136 30 1,901,935 0 0 3 1,955,703 1 48,803 50 5,461,577

　　（第４条関係） （単位：㎡）

件数 面　　積 件数 面　　積 件数 面　　積 件数 面　　積

１６年度 0 0 16 12,909 0 0 16 12,909

１７年度 1 377 2 3,746 0 0 3 4,123

１８年度 0 0 5 15,891 0 0 5 15,891

１９年度 0 0 5 11,653 0 0 5 11,653

２０年度 1 486 2 2,400 0 0 3 2,886

２１年度 1 524 4 3,340 0 0 5 3,864

２２年度 0 0 1 724 0 0 1 724

２３年度 2 1,256 0 0 0 0 2 1,256

２４年度 0 0 2 1,359 3 546 5 1,905

２５年度 2 1,522 1 1,749 0 0 3 3,271

２６年度 1 715 1 2,858 0 0 2 3,573

２７年度 0 0 5 12,537 0 0 5 12,537

２８年度 1 227 4 28,556 0 0 5 28,783

２９年度 1 1,129 4 15,341 0 0 5 16,470

３０年度 0 0 3 12,922 0 0 3 12,922

元年度 0 0 2 40,719 0 0 2 40,719

計

農 地 流 動 化 の 状 況 に つ い て （ 参 考 ）

売　　　　買 賃　貸　借 贈　　　与 使用貸借

計農家住宅 農業施設用地 そ　の　他

そ　の　他



　　（第５条関係） （単位：㎡）

件数 面　　積 件数 面　　積 件数 件数

１６年度 0 0 0 0 8 8

１７年度 0 0 0 0 6 6

１８年度 0 0 0 0 5 5

１９年度 0 0 1 13,369 5 6

２０年度 0 0 1 2,999 3 4

２１年度 0 0 0 0 6 6

２２年度 0 0 0 0 5 5

２３年度 0 0 0 0 3 3

２４年度 0 0 0 0 2 2

２５年度 0 0 0 0 0 0

２６年度 0 0 0 0 2 2

２７年度 0 0 0 0 0 0

２８年度 0 0 0 0 2 2

２９年度 0 0 0 0 2 2

３０年度 0 0 0 0 4 4

元年度 0 0 0 0 1 1

２　農用地利用増進法及び農業経営基盤強化促進法による権利移動等の状況

出　手 受　手 出　手 件　数

１６年度 11 10 15 33

１７年度 8 11 35 60

１８年度 21 25 56 113

１９年度 16 17 63 112

２０年度 8 11 34 54

２１年度 18 16 36 64

２２年度 14 14 30 56

２３年度 4 4 32 54

２４年度 12 12 48 84

２５年度 12 11 31 51

２６年度 11 13 21 46

２７年度 6 7 19 30

２８年度 9 11 17 34

２９年度 5 5 30 41

３０年度 3 5 21 32

元年度 10 11 19 35

※　 出手・受手については属人件数、計の件数については公告件数
公社関係は除く

380,294 23 2,383,196 2,763,490

4,079,845 4,740,933

1,986,789 3,019,294

2,009,313

27

16,957

51,074

385,484

5,351,211

1,537,279

3,077,299483,686

1,222,067 6,573,27858

11,000

0 0

699.85

2,593,613

699.85

1,777

面　　積

20

16,957

18,352 18,352

88,132

77,387

88,132

77,387

一般個人住宅 建設商業用地 そ　の　他

面　　積

計

面　　積

30,003

492

58,166

27,004

43,720

71,535

492

43,720

31,210 31,210

利　　用　　権

40

2,830,764

11,000

0 0

1,756,847

受　手

51,074

1,777

4,588,564

20

面　　積

所　　有　　権

593,092

1,032,505

357,714

132,800

661,088

26

589,306

25

34

35

1,865,121

2,087,739

54

34 4,455,764

841,679

3,111,716

1,176,274

面　　積

3,682,139

7,401,962

4,007,038

1,023,977

50

計

39 3,261,466 3,850,772

2,367,027

117,024 20 2,210,435 2,327,459

1,272,029

745 745

742,514 18 1,159,141 1,901,655

（単位：㎡）

2,142,331

5,864,683

2,840,460



 

３．報告事項 

（２）令和３年度事業計画について 

 

① 生産振興対策事業について 

 

１ 良質堆肥生産奨励事業 

（１）令和３年度計画  

   ・受益戸数         約１００戸  

   ・作業時間（コントラ委託） １，０００時間  

（２）助 成 額         ３，０００，０００円  

                 （堆肥の切り返し作業料の１／４以内）  

 

２ ジャガイモシストセンチュウ蔓延防止対策事業 

（１）令和３年度計画 

   土壌検診等 

   ・土譲採取  514 時間×1,000 円 ＝ 514,000 円 

   ・検診委託  360 点 ×1,000 円 ＝ 360,000 円 

   ・卵数検診   4 点 ×1,600 円 ＝  6,400 円 

   ・資材等費             69,600 円 

・遊離土処理費           650,000 円 

合  計            1,600,000 円 

 

（２）助成限度額  ８００，０００円 

           （事業費の１／２以内） 

 

３ 平成 28 年台風等による農業緊急支援資金等利子補給補助事業 

（１）令和３年度計画 

・融資件数  17 件 

   ・期首残額  ８１，６７７，０００円 

   ・貸付利率  0.95％ 

   ・償還年数  10 年～15 年 

（２）助 成 額  ２２４，６０９円  



 

 －参考－ 

 

環境保全型農業直接支援対策交付金事業 

 

（１）令和３年度計画  

・参加見込戸数 ３５戸 

・取組見込面積 ５５，３００ａ 

 

（２）支 援 額 

 支援単価 ① ６，０００円／１０ａ（カバークロップ） 

      ②１４，０００円／１０ａ（有機農業の内、雑穀類以外） 

      ③ ４，４００円／１０ａ（堆肥の施用） 

 

      ①３１，０００ａ× ６，０００円＝ １８，６００千円 

      ②   ３００ａ×１４，０００円＝    ４２０千円 

      ③２４，０００ａ× ４，４００円＝ １０，５６０千円 

 

 支援総額   ２９，５８０，０００円 

 (内訳) ・国 １４，７９０，０００円（1/2） 

     ・道  ７，３９５，０００円（1/4） 

     ・町  ７，３９５，０００円（1/4） 

 

 

 



② 畜産振興対策事業について 

 

１ 肉用牛生産基盤強化対策事業 

事業期間：令和３年度から令和５年度の３年間 

 

（１）令和３年度計画 

   ・事 業 量   繁殖雌牛  ４０頭 

           肥育素牛  ２０頭 

 

（２）助 成 額   ４，８００，０００円 

           黒毛和種繁殖雌牛  ２０，０００円／頭以内 

           肥育素牛     ２００，０００円／頭以内 

 

 

２ 生乳生産基盤強化対策事業 

事業期間：令和３年度から令和５年度の３年間 

 

（１）令和３年度計画 

   ・事 業 量   性判別精液受胎初妊牛   ３頭 

           高能力初妊牛      １１頭 

            

（２）助 成 額   ２，８００，０００円 

           性判別精液受胎初妊牛  ２００，０００円／頭 

           高能力初妊牛      ２００，０００円／頭 

 

 

 



③基盤整備対策事業について 

１ 小規模基盤整備助成事業 

（１）内  容 

   これまで、小規模暗渠排水・明渠排水溝掘削・心土破砕の３事業に分か

れていたものを一本化し、受益者が求める基盤整備を促進する。農地の排

水不良を解消し農業生産性の向上を図るため、必要な経費の一部に対し、

予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

（２）令和３年度計画 

 

   ①小規模暗渠排水事業 

・事 業 量 Ａ＝６．０ｈａ 

    ・事 業 費 １３，６７５，０００円 

    ・助 成 額  ５，４７０，０００円（工事費用の１／２以内） 

 

   ②明渠排水溝掘削事業 

    ・事 業 量 Ｌ＝１２，０００ｍ 

    ・事 業 費  ６，０００，０００円 

    ・助 成 額  ３，０００，０００円（掘削費用の１／２以内） 

 

   ③心土破砕事業 

    ・事 業 量 ６００時間 

    ・事 業 費 １２，４２０，０００円 

    ・助 成 額  １，５３０，０００円 

（作業時間１時間当たり２，５５０円以内） 

 

（３）助成額合計  １０，０００，０００円（上記①～③の合計） 

              

 



（単位：千円）

工　　期 R3予定

総事業費 事業費

　　 暗渠排水　A=111.3ha 明渠排水　1条　L=15.0m

H26～Ｒ3 区画整理　A= 197.0ha

1,234,000 明渠排水　2条　L= 2,572m

　　 暗渠排水　A=   12.7ha 暗渠排水　A=   6.0ha

H30～Ｒ4 区画整理　A=  234.1ha 区画整理　A=  87.9ha

550,000

　　 暗渠排水　A=  24.4ha 暗渠排水　A=   6.8ha

Ｒ1～Ｒ5 区画整理　A=  94.3ha 区画整理　A=  28.8ha

290,000

（単位：千円）

工　　期 R3予定

総事業費 事業費

　 R2～R4 暗渠排水　A=5.00ha 暗渠排水　A=0.6ha

9万円/反 13,630  面工事
農業基盤整備

促進事業
浦幌３地区

1,560

番号 工種 事業名 負担率 全体事業内容 令和３年度事業予定

③ 面工事
水利施設等保全
高度化事業恩根
内地区

17% 92,900

　団　体　営

① 面工事
水利施設等保全
高度化事業合流

地区
17% 10,000

② 面工事
水利施設等保全
高度化事業栄穂

地区
17% 148,000

番号 工種 事業名 負担率 全体事業内容 令和３年度事業予定

令和３年度土地改良事業の実施予定

　道　　　営



土地改良事業　実施状況図

①

②

③

道　　　営

番号 工　種 事　　　業　　　名 地 区 名

① 面工事 畑地帯総合整備事業(担い手育成) 合　　 流

② 面工事 畑地帯総合整備事業(担い手育成) 栄　　穂

③ 面工事 畑地帯総合整備事業(担い手育成) 恩根内



農業基盤整備促進事業 浦幌３地区位置図（定額）

【事業主体：浦幌町】

本別町市街地

浦幌町市街地

受益面積

　地区界

● 工種 　暗渠排水 Ａ＝60a

凡　　　　　　例



役 職 名 氏　　　　　名 住　　所 機　関　名　（　役　職　） 選出基準

委　　員 小　川　博　幸 相　川 浦 幌 町 農 業 委 員 会 会 長 町長選出

〃 林　　　常　行 新　町 浦幌町農業協同組合代表理事組合長 〃

〃 渡　部　順　一 宝　生 浦 幌 町 農 民 連 盟 執 行 委 員 長 〃

十 勝 農 業 改 良 普 及 セ ン タ ー

十 勝 東 部 支 所 長

十 勝 農 業 共 済 組 合 東 部 事 業 所

浦 幌 家 畜 診 療 所 長

〃 松　田　泰　一 合　流 指 導 農 業 士 〃

〃 菊　地　泰　広 愛　牛 浦 幌 町 酪 農 振 興 協 議 会 会 長 〃

〃 田　野　敏　規 富　川 浦 幌 町 和 牛 改 良 組 合 組 合 長 〃

〃 伊　場　満　広 恩根内 浦幌町畑作増産技術研究会会長 〃

〃 河　内　勇　盛 常　豊 Ｊ Ａ う ら ほ ろ 青 年 部 部 長 〃

〃 渡　部　俊　介 宝　生 Ｊ Ａ う ら ほ ろ 青 年 部 副 部 長 〃

〃 木　南　和　徳 恩根内 浦 幌 町 農 業 委 員 会 委 員 農委選出

〃 福　田　和　己 稲　穂 〃 〃

〃 大　坂　　　有 大　平 〃 〃

〃 高　木　政　志 豊　北 浦 幌 町 農 業 協 同 組 合 専 務 理 事 農協選出

〃 高　橋　福　一 朝　日 浦 幌 町 農 業 協 同 組 合 理 事 〃

〃 佐　藤　泰　彦 栄　穂 〃 〃

令和３年２月２７日現在

浦幌町農業振興対策委員会委員名簿

任期：令和２年３月２６日～平成６年３月２５日　　

〃 仲　島　亮　介 池田町 〃

〃 加　藤　秀　樹 新　町 〃
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○浦幌町農業振興対策条例 

昭和62年６月19日条例第８号 

改正 平成15年６月25日条例第29号 

平成17年３月17日条例第２号 

平成18年３月15日条例第17号 

平成30年12月５日条例第28号 

（目的） 

第１条 本町の農業振興を積極的に推進し、併せて農業者団体等の活動助長と農業経済の安定的確

立を図るため必要な事項を定めることを目的とする。 

（委員会） 

第２条 前条の目的を達成するために、町長の諮問機関として浦幌町農業振興対策委員会（以下「委

員会」という。）を置く。 

第３条 委員会は、農業総合推進方策の作成を基本に、各種事業の実施計画及び事業実施上の重要

事項について助言、指導並びに調査を行い審議し、意見を具申するものとする。 

（組織） 

第４条 委員は、町内機関団体の役職の者、及び知識経験者等23名以内をもって組織し、町長が委

嘱する。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は４年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 所属団体、又は機関より委嘱された委員の任期は、当該団体又は機関の任期によるものとする。 

３ 補充委員の任期は、前任者の残留期間とする。 

（役員の選任） 

第６条 委員会に、委員長、副委員長及び常任委員、並びに部会長を置く。 

２ 役員の選任は、委員の互選による。 

（役員の任務） 

第７条 委員長は、委員会を代表し会務を総理するほか、委員会の議長に当たる。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。 

３ 各部会長は部を統括し、事業の推進を図る。 

（委員会等の招集） 

第８条 委員会及び役員会は、委員長が招集する。 

２ 部会は、部会長が招集し、議長に当たる。 

（部会） 

第９条 委員会の円滑なる運営と、各種事業の目的を達成するため、次のとおり部会を設置する。 

(１) 地域農業構造政策推進部会 

(２) 畜産振興対策推進部会 

(３) 農業基盤総合整備推進部会 

２ 部会は、委員会の意向に基づき、事業実施計画の策定、その他実施に関し必要な事項の調査、

研究及び視察を行うものとする。 

（事務局） 

第10条 委員会の事務局を産業課内に置く。 
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（報酬） 

第11条 委員の報酬については、非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例（昭和31年浦幌町条例

第19号）の定めるところによる。 

（費用弁償） 

第12条 委員が会議に出席したとき又は公務により旅行したときは、非常勤特別職の職員の報酬等

に関する条例第２条の例により費用弁償を支給する。 

（委任規定） 

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項について、町長が別に定める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

浦幌町農業構造改善対策推進委員会条例（昭和38年浦幌町条例第12号） 

浦幌町地域農政特別対策推進協議会条例（昭和53年浦幌町条例第28号） 

浦幌町酪農振興対策条例（昭和48年浦幌町条例第27号） 

浦幌町農業担い手会館の設置及び管理等に関する条例（昭和53年浦幌町条例第29号） 

浦幌町国営農地開発事業推進委員会条例（昭和58年浦幌町条例第23号） 

浦幌町農村総合整備モデル事業実施計画推進協議会条例（昭和51年浦幌町条例第21号） 

附 則（平成15年６月25日条例第29号抄） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成15年７月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月17日条例第２号抄） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月15日条例第17号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30年12月５日条例第28号） 

この条例は、公布の日から施行する。 


